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ナチ雇用創出政策と再軍備問題

一一ラインハルト計画以前を中心に一一

後藤俊明

I は じ め に

ナチスが権力を掌撮した1933年 1月末ドイツでは 6ω万の失業者が街頭に溢

れ， ドイツ経済はいぜんとして1929年以来の世界経済恐慌からの有効な脱出口

を見出していないままの状態にあった。こうした厳しい経済情勢のなかで権力

の座についたヒトラーは，首相就任後ただちに 4カ年以内に失業を解消するこ

とを公約し，雇用創出政策による恐慌克服をナチ経済政策の重要な課題に設定

した。。ナチ雇用創出政策はいわゆるラインハノレト計画(Reinhardt-Progra皿田〉

を中心として1933年 6月以降本格的に開始され， 1934年末までに， 1933年上半

期目平均失業者数を100としたとき34年上半期57.1，下半期47.3という目ざまし

い成果を挙げた幻。 その後1936年までにドイツ経済はほぼ完全雇用を達成1.-，

いち早く世界経済恐慌を克服したのである。こうしたドイツ経済の復興過程に

おいて丙軍備政策に上る軍需拡大が決定的な役割を果したことは疑いないとこ

ろである。これを比較史的視角から「ニューディーノレ的恐慌克服の道」と対比

きせて「ファシズム的恐慌克服の道」の特質として捉えることも可能である。

しかし，ナチ経済政策の展開過程の段階的推移に止目した場合，再軍備政策と

恐慌克服の関連は巨視的類型比較のテーゼが前提とするほど自明ではない。い

ま， 1936年までのナチ経済政策の展開過程を1934年夏を画期として 2段階に区

1) Schulthess' Europaisch町 Geschichtskalender1933， S. 36 
2) S，町hsterBericht der Reichsanstalt fur Arb叫 'tsvermittlung'und Arbeitslosenveγ" 
cherung (=RAfAVAvワfurdie Zeit vom 1. Apn'l 1933 bis目叩 31.Marz 1934， 
S. 3; Siebenter Bericht砕r"RAfAVAV fur die Zeit VI田 η 1.Ap月 'l1934 bis zum 

31-Miirz 1985， S. 2 
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分できるとすれば，第2段階のいわゆる「シャハト時代j には「メフォ手形」

(Mefo.Wechsel) を横行と手る軍備拡充路線が経済政策の前面に押し出され恐

慌克服を主導していったことが明白であるのに対して，雇用創出政策に重点が

置かれた第 1段階におけるナチ経済政策と再軍備政策との関連は必ずしも明ら

かでなく，従来の研究史においても見解が対立している。この第 1段階の経済

政策における再軍備と雇用創出の関連を再検討すること，換言すれば，雇用創

出政策の政策決定過程において軍事政策的利吉にL、かなる優先順位が与えられ

ていたかをめぐるいわゆる「優先問題J(Priori岨 tensetzungsfrage) にひとつ

の解符を与えることによってナチ雇用創出政策の揮史的性格を明らかにするこ

とが，小稿のさしあたっての課題である。

ところで，ナチスの恐慌克服策が先最iI:JI~ Ii: ["、ンャハト時代」の軍備拡充路

線に収激していったにもかかわらず，小稿においてそれに先行する比較的短期

の雇用創出政策の展開過程をあえて考察の対象とするのは，いま述べた経済政

策史的問題関心からだけでな<.雇用創出政策の政策決定過程およびそれをめ

ぐる内政的諸条件の分析を通してナチ・レジーム初期の政治的・社会的権力配

置状況の一断面を明らかにしたし、と思うからである。そのことは，また同時に，

ナチ雇用創出政策の歴史的意義を狭い経済史的観点からだけでなくョリ広い内

政的連関のなかで捉えることを可能とするだろう。こうした視角から雇用創出

政策にアプローチする場合に，先に指摘した「優先問題Jが雇用創出政策と内

政とを関連づけるひとつの重要な結節点を形成する。小稿において再軍備と雇

用創出の関連の再検討を考察の出発点とずるいまひとつの理由はここにある。

以上の課題設定をいま少し明確にするには，以下で「優先問題」をめぐる従来

の研究史における論争点を整理する ζ 主が有益と思われる。

この論争は，直接的にほ，雇用創出政策期と「シャハト時代」との政策目標

設定における連続・非連続をめ「るものであった。まず，ナチ・レジーム前半

期の経務政策の責拝者であったシキハト HjalmarSchacht は，戦後の回想録

のなかで.1933/34年の雇用創出政策は軍備拡充路線から独立してそれに先行
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して実施され， 1935;36年以降はじめて再軍備政策へ移行したとするいわゆる

|二段階説」を展開した~ャ己、トによれば Iヒトラー・レジームは， ずエ

ノレサイユ条約によって締結された軍縮が世界の平和的な経済・社会発展を保証

するための子段であるとLヴ見解に立っていた。それゆえ，ヒ]ラーは1933年

中ヴェノレ+イュ条約締結固から軍縮の同意を得ょうと努力していた。」再軍備

が開始されるのは「一般兵役義務制」が導入された1935年 3Jl以降のことであ

る。 したがって， 19判/~4年段階の「雇用創出政策に左って軍備は当初何の役

割も果きずJI失業者は再軍備によって就労機会を見出したわけではなし、。」幻ま

た， Iメフォ手形」についてシャハトは，それは本来雇用創出政策の資金調達

のために考案されたものであり，その後本来の意図に反して再軍備の金融方式

に転用されたことを示唆Lている九

こうした「二段階説」はその後グロノレ Gerhard Kroll の研究によって補強

されたの。 クロノレは， 1934年春を画期として雇用創出政策段階と再軍備中心の

国家主導景気政策の段階とを区分する。彼によれば，第1段階の政策は国家の

助成政策を補助手段として民間経済の景気回復を図ることを主要な目的として

おり，また事実1933年中にその成果を徐々に示し始めていた。したがって，も

し雇用創出政策が，再軍備政策によって中断されないで，継続して実施されて

いたならば， ドイツ経済は自律的かっ均衡を保ちつつ景気を回復させ，数カ年

のうちに失業を完全に克服することができたであろう。しかし実際には，そう

した自律的回復のチャンスは，ナチ経済政策の重点が軍備怯充路線へ移される

ことによって失われτしまったという。このクロノレの「二段階説」には，パー

ベン以来の雇用創出政策によって約束された景気政策上の成果がナチ再軍備政

策によって妨害されたことへの告発と，本来の雇用創出政策の正当性および有

効性への確信が表明きれている正いえよう。

3) H. Schacht， 1933. Wie eine D師 zokratiestirbt. D也s::;ddorf/Wi四 19G8，S. 86-93 
4) H. S出血ht，76 Jahre meines Lebens， Bad Worishofen 1953， S. 40{) (永井秀男訳『わ

が生涯』経済批判社 1955年， (下)97ベジ〉。

5) G. Kroll， Von止ァ w百九叫.吋schaftskrisezur Staatsk.onjunktur， Ber1in 1958， S. 473 f 



78 (198) 第 130巻第3.4号

これらの「二段階説」に対する徹底した批判はフィ Vャー WolframFischer 

の見解にみることができる。フィシャーによれば Iナチ経済政策は初めから

完全に軍事政策的，外交政策的H的に従属していた。J"'Iその国的とは，雇用創

出ではなしましにや住民一人当りの往会的生産物の増大でもなしまた何b

かの他の経済的，社会的目的でもなかった。それは，権力引継ぎの長初の瞬間

から一貫して束部における新しい生存圏の奪取のための戦争準備であった。」り

したがって，雇用創出政策と再軍備政策とを対立的に捉えてナチ経済政策の展

開を 2段階区分することは，ナチ党指導部の一貫した戦争政策の意図を見誤る

ことになるとし、う。「ヒトラーの戦争政策は，本来は『善意の~ w肯定しうる』

『正当な』目標設定がのちに倒錯したものであるというのではなし初めから

明瞭なヒトラーの「冷徹な熟慮」と『残虐な意思』の結果であった。J"こうした

フィシャーの批判的見解は，ナチ党指導部の明確な戦略的意図に基いて雇用創

出政策が再軍備政策の一環として打ち出されてきたものと捉えて，両者の結合

の側面を強調する。 これをいまかりに「一段階説」 と呼ぶならば， ザウア-

Wolfgang Sauerもまた「一段階説」に立っているといえよう。ザウアーのテー

ゼを要約すれば， Iヒトヲーは，雇用創出のために軍需発注を利用し，恐慌克服

と戦争準備とを相互に結びつけ，そうすることによって一挙に 2つの問題を解

決できることを， すでに洞察していた。」ω 「属用創出政策はナチスのオロジナ

ノレな恐慌克服政策の試みとみなすιとはできず，また， 1934年春あるいはそれ

以降の時点にいたってはじめて軍需景気がそれに取って代わったわけではなし、。

それは，再軍備の代替的選択肢ではなく，再軍備の前段階であった。J10
)

6) W. Fischer， Die Wirtschaftspolitik des Nationalsozialismt叫 Luneburg1~61， S. 7 

7) 1白d.， S. 17 (皆点ば引用者〉ロ

8) Ibid..色 19

9) K-D. Bracher / G. Schulz I W. Sauer， Die叫 tionals叩 d叫 ischeMacht町 'greifung，

Koln I Qpladen 1960 (hier zit. nach Taschenbuch.A岨 gabe，Frankfur a. M. u. a. 1974， 

Teil III， S. 156). 

10) Ibid " S. 160 ほかに「一段階説jの立場に立つ代表的研究として K.Gossweiler， Der 
Ubergang von der We1twirtschaEtskrise zur R【istungskonjunkturin Deutschland 1933 

bi8 1934， in; Jahrbuch fur Wi巾 'chaftsgeschichte，1968 Teil II， S. 55-116; D. Petzina"ノ
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これに対して，最近の新しい研究において「一段階説」が批判的に再検討さ

れ始めているo たとえば，バノレカイ AvrahamBar kai は， 1再軍備と戦争準

備が失業解消において決定的な役割を果したことは疑いなL、」としても 1し

かし，そのことは雇用創出政策をたんに再軍備の，ー二次的な『副産物』とし

てのみ従えるべきであるということを意味するわけではない」と指摘して，次

のようにテーゼを要約している。 1ナチスは， 原則的にもまた戦術・フロハ

ガンダのためにも，再軍備から独立した経済政策上の自律的な目的を完全雇用

〔の達成〕に見出した」と山。また， ヴォノレフゾーソ MichaelWolffsohn は，

「ナチ権力者は雇用創出政策において1933年末まで社会政策的動機を優先させ，

彼らの中期的・長期的計画，すなわち再軍備を断念していたj山として， 1民生

的」雇用創出政策から「軍事的」雇用創出政策への転換点、を1933年末に求めて

「二段階説」を展院Lている1ヘさらに，ナチ雇用創出政策全般を豊富な史料

に基いて分析したシュテルツナー JurgenStelznerも，フィ V ャー批判から出

発して，次のようなテーゼを提示している。 1経済的衰退の症候である失業が

異常に高水準にあった1933/34年における国防省の発注高はわずかであり，そ

れは景気上昇に対してほとんど決定的な影響を与えなかった。 雇用創出の

¥Hauptpτobleme dcr deutschen Wirtschaf回politik1932/33， in: VfZ lfi (1967)， S. 18-55; 

d，目， Vierjahresplan und Rustun田politikヲ in:F.Forstmeier und H.-E. Volkmann (Hg.)， 
川市chaftund Rustung am Var，品開ddes Z.ωeiten Weltk，“'ges， Dusseldorf 1975， S 

65-80; ders.， Die deutsche Wirtschaft in der Zwische叫 riegszeit，Wiesbaden 1977， S 

108 f ただし，へツツィーナは雇用創出政策の意義を再軍備との関連かbだげ捉え Cいるわけて

はなく，支配安定化のための社会心理的効果の側面にも十分な注意を払っている。その意味で，
のちに指嚇する「一段階説」酌アプロ チの問題唱はそのままベッツィーナにはあてはまらな
い。くVgLHauptprobleme. S. 49 f.) 

11) A. Barkai， Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus， Koln 1977， S. 125 (カツ
=内は引用者，以下同様〉。

12) M. Wolffsοhn， Arbeitsbeschaffullg und Rustung im nationalsozialistischen Deutschlad 

1933， in; Mtlitargeschichtlu."he Mitteu山修制 (=MGM)22/2 (1977)， S. 18 
13) 注12)の文献のほかに以下を参照 M. Wol町田hn，ln品川口eund Handwerk im Konfiikt 

ndt staatltcher Vv"irtschafts.伊litik?Berlin 1971; ders.， Grosunternehmer und Polilik 
in Deutschland: D巴rNutzen der Arbeitsbeschaffung der Jahre 1932/33 fur die Schwer 
und Chemieindustrie， in: Zeitschrift j印r Unternehmensgeschichte 22 (1977)，-S. lU!::l-
1.'1.'1 
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ための様々な政策は多くの点、で〔それを再軍備に利用するというヒトラーの〕

要求に合致せず，まずも Jて雇用の拡大効果をもたらしたのである。J'心つまり，

「ヒトラーは最初から雇用創出と再軍備計画とを連動させることを狙ったが，

しかし，ほとんどそれに成功しなかった。J'ωιれに対して，東ドイツのツムベ

Lotte Zumpe の最新の研究は， ナチ雇用創出政策を「軍備拡充を債粁とする

国家独占主義的景気政策の機能的構成要素」聞として捉えて， 基本的には「二

段階説」批判を展開しているものの，雇用創出のための諸政策の大部分が非軍

事的件格をもつものであったことに止円して，雇用創出政策の展開過程は決 L

て軍需に依存する大工業の投資活動を刺激する過程ではなかったことを確認し

ている，，'。

以上の論争において木稿の考察にとって重要と思われる論点を整理するなら

ば， t一段階説」が， とりわけフィ γ ャーのテーゼが，その論拠として重視す

る「雇用創出における再軍備利害の絶対的優先」に関する1933年 2月初めのヒ

トラーの指令は，ナチ党指導部の政策意図の表明を意味するものであり，本来

その実現を可能とする歴史的諸条件とは別の問題に属する。雇用創出政策を軍

備拡充の「偽装」あるいは「準備段階」とみる一 段階説」的アプローチは，

政策意凶とその実現諸条件との布離の問題に十分な配慮を加えず， t意図の重

視」 ω観点から出発しているため，雇用創出政策の意義をナチスの戦争準備と

の狭い機能的連関のなかで見える結果となっている。したがって，それは，様

様な内政的諸条件によって規定される政策決定過程のダイナミズムとそこから

打ち出されてくる政策のもっ嘉吉市在在会出品企に対するアフ。戸 チを閉ざし

て Lまう危険性を含むものであるといわな日ればならない。これに対して，社

会史的アプローチにとって重要なととは，ナチ党指導部の軍事政策的戦略目標

14) J. Stelzner， Arbeitsbeschaffung und W記曲目ザrU$t悶 191933-1986， Diss. Tubingen 
1076， S. 233 

15) lbid.. S. 270 

16) L. Zumpe. Wirtschaft und畠aat叫 Deutschland1933. bi.s 1945， Vaduz 1980， S. 80 
17) lbid.， S. 79 
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が雇用創出政策の枠内でいかに貫徹したかを叙述することではなしむしろ，

その貫徹を可能とした諸条件もしくはそれを制約した諸条件を解明することで

ある。こうした諸条件を十分な広がりをもって解明するためには，雇用創出政

策を軍備拡充問題との関連からだけでなく，それをも包摂するヨリ広い内政的

連関のなかで提え直すことが必要となろう。その場合に，ナチ党指導部がレジ

ーム第 1段階において直面した内政上の課題は，基本的に，第 1に体制反対派

の徹底的な排除，第2に大上莱・軍部・行政官僚らの伝統的権)Jエリートとの

利害調整，第3にいわゆる「第二革命」を志向するナチ党内小市民的急進派。

政治的無力化であったといえよう。これらは，ナチア.による政治権力の掌握か

らその定着への移行過程に特有な問題群であった。ナチ党指導部が対応を迫ら

れたこれらの内政上の諸問題が雇用創出政策の政策決定過程にし、かなる影響を

与えたか，また，これらの問題に一応の決着がつけられナチ・レジーム前半期

の権力配置の基本的枠組が形成されるに至る権力定着過程において雇用創出政

策はいかなる社会的機能をもったか，さらに，こうした内政的連関に置かれた

雇用創出政策において再軍備問題はどのように位置づけることができるか

こうした分析視角からナチ雇用創出政策を考察し，その歴史的性格の解明に少

しでも迫ることが小稿の目的である。ただし，小稿では，紙帽の関係上，以上

の課題を部分的にしか果すことができない問。以下では，考察の対象を第 1次

ラインハルト計画が発表される1933年 6月以前の時期の雇用創出政策に限定し，

その政策決定過程を，その後の「優先問題」をめぐる展開との関連で重要と思

われる諸側面に絞って，考察してみたいと思う。

11 緊急計画の資金配分問題

ナチ政府の雇用創出政策への取り組みは，権力掌撞から10日を経た 2月9日

に開かれた雇用創出委員会における協議に始まる'9)。すでにシュライヒャー内

18) 以上の課題は.ill' <本誌掲載予定の拙稿「ナチ， νジーム初期の雇用創出政策」におい1引き
続き検討する予定であるロ

19) 雇用創出委員会は，雇用創出政策に関するライヒ政府の最高意思決定機関として1932年12月ノ
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閣は「間接的雇用創出の優位」に立つハーベン路線から直接的雇用創出政策路

線への転轍を行っていたが， その中核を構成したのは 5億 RM規模の公共事

業を盛り込んだ緊急計画。ofort-Programm) であった.0'。 しかし，シュライ

ヒャー内閣は緊急計画の大綱を発表した2日後に瓦解したため，計画の具体化

と実施はナチ政府の手に委ねられることとなった。そのための作業の第一歩が

2月 9日の雇用創出委員会の協議であったが， そこでの議題は 5億 RMの配

分問題であった。シュヲイヒャ 内閣は地方自治体4億 RM，ライヒ政府 1億

RMとしヴ配分言i画を決めていたが，ヲイヒ政府の割当分に対して総額約 4億

RMの予算要求が提出されたため，あらためて配分計画を見直すことを迫られ

たのである U この協議の過程で，ナチ党指導部の政策意図が明確となるととも

に，雇用創出政策の路線をめぐる対立が表面化した。その路線対Tアーを要約すれ

ば，地方自治体を公共事業の中心的な担い手として民生用事業を優先させる

「民生的・分権的雇用創出政策」と「軍事的・集権的雇用創出政策」との対立

であり，後者は「地方自治体の優位」からライヒ主導への転換を図り，雇用創

出政策を再軍備政策に結合させることを企図するものであった。

雇用創出委員会において「民生的・分権的雇用創出」を主張したのは，ライ

ヒ雇用創出特命委員ゲーレケ GuntherGereke とプロイセン大蔵省担当ライ

ヒ特命委員ポーピッツ Johannes Popitz である2130 ゲー νヶは，配分予定額

¥，15日に設置された CVgl.Notverordnung uber Masnahmen :zur Forderung der Arbeitsbe 
schaffung und der 1忌ndHchenSiedlung vom 15. 12.1932， in: Reichsgesetzblatt(=RGBl)， 

1 1933， S. 543) 0 2月9自の協議に先立って8日に委員会が開かれたがフーゲゾペルクが欠席し
たため案件の決定は9日に延期されたo 9自の協議には， 8日の出席者であるヒトラー，ゲー ν

ケ，ジュヴヱリ ソ フォーノ グロークグ ゼルテ プロムベルグ，ボ_.... _0ッソのほカ叫? パー
ペン，フーゲンベノレク，ゲ リシグらが加わった。

20) パ ベン計画と緊急計画。内私立案晶程およびそれらの路城をめぐる内政的諸連関について
ここで立ち入って論及することができない。 それらについては以下の文献を参照されたい。 H
Marcon， Arbeitsbeschaffungspolitik申 rRegierungen Papen und Schleicheァ.， Bernl 

Frankfurt a. M. 1974; D. Petz田 a，Hauptproblerne， S. 18-38; M. Wol旺sohn.Indu.st円 e
und Handu岬 ιS.78-109;加藤栄一『ワイマ ノレ体制の経済構造』東京文学出版会 1973年.
444ベータ以下，大島遇義「雇用車J出政策の成立J ~三国学会雑誌j 67巻2・3号 (1974年)15-
44へージ，栗原優『ナチズム体制の成立』ミネルヴァ書房 1981年， 393ベータ以下。

21) 以下の協議過躍の考察は次回史軒に佐拠するが，煩雑を避けるたbに以下では引用ページをノ
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を超過したライヒ政府の要求の取り扱いについて，すでに地方自治体から事業

申請が殺到していることを理由に，地方自治体の割当額を削減する ζ とによっ

てライヒ政府の超過要求に応ずることに対して強い反対を表明した。彼の見解

によれば，地方自治体への配分にはあくまで手を触れるべきでなく， もしライ

ヒ政府の要求を実現すべきであるならば，緊急計画全体の規模を拡大すべきで

あった。しかし， ヲイヒ λパンク総裁ノレター IIansLuther は伝統的金融政策

に固執してパーヘン計画および緊急計画に対する信用供与の総額約 25億 RM

をこれまで以上拡大することを拒否したため，緊急計画の拡大は事実上パーへ

Y計画の縮小によフてのみ可能であった。具体的には， パーベン計画の雇用

報奨金制度を最終的に廃止し それによって自由となる租税証券 (Steuergut-

schein) をライヒ政府の公共事業の融資に充用することをゲーレケは提案した

のである。ポーピッツもまた， i分権的雇用創出Jという緊急計画の基本方針

を配分計画の変更によって堀り崩すことに対して異議を唱えて，次のように述

べた。 i5億 RM全額を分権的雇用創出に充用することは， そもそも緊急計

画の発表当初より予定されていたことであり， ライヒ政府への 1億 RMの分

割さえすでに当初の計画からの由々 Lき離反である」と。ところで，ゲーレケ

らが分権的雇用創出の優先を主張したのは，失業の長期化とともに失業者救済

の負担が地方自治体の財政を著し〈圧迫していたからである。失業救済制度は

1927年 9月以降失業保険 (Arbeitslosenversicherung)，緊急扶助 (Krisenfur-

sorge)，福祉的失業者扶助 (Wohlfahrtserwerblosenf ursorge)から構成されて

いた。失業者は通常失業後20週まで失業保険の給付を，その後38週まで緊急扶

助の給付を受けるミとができたが，その聞に再就職できない場合には地方自治

体の福祉的失業者扶助の対象となる問。不況の長期化にともなって失業保険と

緊急扶助の給付期限の切れた失業者が続々と福祉的失業者扶助の受給者ーとなっ

¥、記さない。 Niederschriftuber die Sit:zung des Aus母chussesfur Arbeitsbeschaffung am 9. 2 

1933. in: Bundesarchiv Koblenz (=BA)， R43IIj536. B1. 20-31 
22) L. Prel1er，品加alpolit時間 derWeimarer Republik， Stuttgart 1949， S. 418-453 ;加藤栄

，前掲書， 388-394， 452-4日ベーグ参照。
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たため， そこに失業者が堆積し， 地方財政に重圧を加えたのである。 こうし

た状況を前にして，失業者に就労機会を与えることによって地方自治体の失業

者扶助の負担を軽減吉せ，地方財政を破綻から救うことが急務であった。その

ためには，公共事業の地域的偏重を避けて，地方自治体を担い手として公共事

業を均等に分散化させ市町村のすみずみにま E行き渡らせることが重要であっ

たQ

ゲーレケ，ポーピッツの「民生的・分権的雇用創出政策」路線に対して，ま

ず蔵相、ンュヴι リ-:/・フォ γ.グロージク LutzGraf Schwerin von Kro-

sigkが反論を加えた。雇用報奨金制度の廃止を求めるゲーレケ提案について，

それを廃止すればライヒ政府の経済政策の一貫性に対する産業界の信頼が揺ら

ぐ恐れがあるという政治的配慮から，現時点での雇用報奨金の廃止には慎重で

なければならないと指摘した。しかし，このことは事実上緊急計画の拡大に対

する反対を意味した。そこで，シュヴェリ-:/・フォン・クロージクは緊急計

画の配分計画の変更を求め，その具体案として，まずライヒ政府の要求をでき

るかぎり圧縮することを提案した。すなわち，①ライヒ鉄道は国庫からの融資

に依存せず自己金融をはかるべきであるという理由から，その要求額1億8，000

万RMの全額を削除すること，②労働省， 運輸省， 国防省， ライヒ航空委員

会の要求総額2億 2，200万 RMを1億 2，000万RMに縮小することを提案した。

次いで，こうした縮小によってもなお割当分を超過する 2，000万RMは地方自

治体の割当分を削減することによって補填すべきであると主張Lた。この蔵相

案はヲ緊急、計画を拡大することなく(したがってパーベン計画を縮小する乙と

なり緊急計画の資金配分をライヒ政府に有利に変更し，雇用創出政策をライ

ヒ主導へ転換させることを狙ったものといえよれこれに対して，経済相兼農

相フーゲンベノレク AlfredHugenberg は蔵相案ではなお不十分であるとして，

地方自治体への配分をさらに 6，000万 RM削減することを要求Lて，分権的雇

用創出に対する批判の先頭に立った。

こうしたなかで， ライヒ航空委員会のミノレヒ ErnstMilchから蔵相案に対
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して異議が提出された。ライヒ航空委員会はすでに空軍建設を目的とする総額

1億2，700万RMにのぼる 3カ年計画を作成し， 初年度にあたる1933年度の予

算 4，230万RMのうち 3，000万 RMを緊急計画の枠内で調達することを要求し

たが，シュずエリーン・フォン・クロージクはこれを 2，000万RMへ胤減する

ことを提案Lたからである。ここでヒトラーがとくに発言を求め，雇用創出政

策と再軍備政策との関連について次のように述べた。 Iドイツの将来は唯一国

防軍の再建にかかっている。他のすべての任務は再軍備の任務の背後に退けら

れるべきである。 ー将来国防軍の要求と他の目的のための要求が衝突したと

きには，いかなる場合でも国防軍の利害が優先されなければならなし、。緊急計

画の資金配分もこうした観点から決定すべきである。 日 5億マノレグ計画はそ

れ自体として最大の規模であり， とりわけ再軍備利害に役立たせるのに好都合

である。それは国防改善のための事業をもっともうまく偽装することができ

る」とc ここに， I公共事業計画における軍事的利害の絶対的優先J というナ

チ党指導部の政策意図を明瞭に読みとることができる。ヒトラーは，すでに 2

月8日の閣議においてジュレージエンのダム建設のための予算要求をめぐって

協議が行われた際にも， I公的に助成されるあらゆる雇用創出政策は，それが

ドイツ民族の防衛力再建の観点からみて必要か否かという観点に立って判断さ

れなければならない」と述べて，雇用創出政策を再軍備政策の一環へ組み入れ

る考えを明確に表明している 23)。ヒトラーによれば，現在のドイツ経済の危機

を輸出拡大によって克服することはもはや不可能であり，アウタルキ を可能

とする領土拡張，すなわち「東部生存圏J(Lebensraum in Os固めの奪取に

よってのみ可能である。それを実現するためり最も重要な前提条件が国防力の

再建にほかならず， したがってあらゆる経済政策は再軍備戦略に従属されねば

ならなかった2心。

23) Niederschnft uber die Mi凹 S旬出回目e巴hungam 8. 2. 1933， in: BA， R43IIj536， Bl. 7 f 

24) Rede Hilters vor Reichswehrbefehlshabern am 3. 2. 1933， zit. nach: H.-E. Volkmann， 

Die NS.Wirtschaft in Vorbereitung des Krieges， in: W. Deist u. a.， UrsacheJτund 

VoraussetZl-叫 E帥 derdeutschen IG円 egs.ρoZitik， Stt汁tgart1979， S. 209 
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さて，雇用創出委員会では以上のヒトラーの発言を受けてシュヴエリーン・

フ定 Y ・グロージグが修正案を提出した。それは， ライヒ航空委員会の要求

3，000万RMにさらに 1，000万 RM増額し，それにともなって生ずるライヒ政

府の超過分を地方自治体の割当分から差し引〈という案tあった。 1でにヒト

ラ の政策意図が明確に表明された以上ゲーレケ中ポーピヅツももはや反対主

唱えることができず，この修正案は委員会において最終的に承認された。こう

して，直接的に再軍備を目的とする事業 9，000万RM(国防軍 5，000万RM，

航空委員会=4，000万RM)が緊急計画のなかへ組み込まれたのである。

以上の 2月9日の雇用創出委員会の協議の過程から権力掌握直後はやくも

ナチ雇用創出政策の重点が，量的規模からみればなお隈定されたものであった

としても， ヒトラー自身の強いイニシアティヴによって「民生的・分権的雇用

創出」から「軍事的・集権的雇用創出」へ移されたことを確認できる。

111 雇用報奨金制度の廃止

緊急計画の資金配分計画の変更が「軍事的・集権的雇用創出政策」への転換

の第 歩であるとすれば， 1933年 3月の雇用報奨金制度の廃止決定はその第2

の契機を意味した。雇用報奨金制度は第2次パーベン計画 (1932年 9月〕によ

って実施に移されたが，その内容は，企業の雇用拡大を刺激する目的のもとに，

1932年10月以降1年間に凶半期毎の被用者数が基準被用者数(1932年 8月日日

時点の被用者数または 6月 8月の平均被用者数〉を上回った場合，新規雇用

の被用者 1名につき 100RMの租税証券を報奨金として交付するというもの

である'"。租税証券は， 193438年に毎年額面の20%ずつ所得税・法人税を除

〈すべての国税の納付に利用することができたため，事実上の企業減税措置を

意味した加。その財源として当初ほ 7億 RMが予定されたが， とのうち 5億

25) Verordnung zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheiten vom 5. 9. 1932， 
in; RGB1， I 1932， S. 433f; H. Marcon， opロit.，S. 191-2 

26) Vgl. R. Erbe， Die nationalsozialistische Wi吋 schaftsTOlitik1933-1936 im Licht 
der mod.抑 zenTh四 rie，Zurich 1958， S. 21; H. Marcon， 0.ρ cit.， S. 178 f 
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RMがシュライヒャー内閣の手によって緊急計画の財源に充用されたため，

1933年初めの段階では 2億RMの規模に縮小されていた2ヘ すでにみたよう

に，雇用報奨金制度の廃止問題は 2月9白の雇用創出委員会においても議論さ

れた。その席上この制度の廃止を主張Lたのはゲーレケであったが，彼が廃止

の理由として指摘したのは，報奨金を受け取る企業の多くは公共事業の受注に

よって雇用を拡大できた企業であり， そこでは報奨金と公共事業の「二重取

り」が行われているという事実であった。彼の見解に上れば，こう Lた「二重

取り]は公共事業の受注に関与できないか，あるいはわずかにしか関与で舎な

い令業に不公平感を与えているため， 3月5日に迫った国会総選挙への政治

的配慮から即時廃止することが望ましかった制。 これに対してシュヴエリー

ン・フォン・クロージクは， 1932年末までに約 4，000万 RMの報奨金が交付き

れた実績を示して， 1933年 9月までにさらに 1億 6，000万RMの交付が予想さ

れ，それによって160万の失業を解消できるだろうと述べて， 報奨金制度の存

続を主張した。さらに，彼は，廃止にともなう政治的影響について，ノミーベン

計画の一部を現時点で変更すればライヒ政府の経済政策に対す品産業界の不信

が高まり 3月の総選挙に悪影響を与える恐れがあると指摘して 3月選挙以

前の廃止に反対した29)。こうした対立のなかでヒトラーは，ゲーレケの指摘す

る「二重取り」を「不道徳的である」として雇用報奨金制度の見直しの必要牲

を認めたものの，総選挙を 1カ月後にひかえていたため従来の経済政策の枠組

を変更することをためらったaヘ先にみた緊急計画の資金配分計画の変更は緊

急計画の枠組のなかにおける部分的修正にとどまったのに対して，雇用報奨金

の廃止は，経済活動に直接的な影響を与えるばかりでなしパ d ン計画の重

要な変更を意味したため I直接的雇用創出」か「間接的雇用創出」かをめく

る政策論争を再燃させて，パーベン路線を支持した社会勢力， 主〈に工業の皮

2乃 H.Marcon， 01う cit.，s. 267. 

28) Niederschrift uber die Sitzung am 9. 2. 1933， B1. 22 

29) lbid" B1. 25 

30) lbid.. Bl. 29， 
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発を招く恐れがあったからである3九こうした選挙戦術的配慮からヒトラーは

雇用報奨金問題の決着を総選挙以後に延期せざるをえなかったのである。ナチ

党指導部は，社会的・経済的利害を異にする多様な利益諸集団を政治的に結集

するためにレジ ムの内政的基盤が確立するまで明確な経済・社会政策プログ

ラムを提示しないとし、う戦術を意識的に採用したが，雇用報奨金問題に対する

ヒトラーの対応もそうした戦術的行動様式の一環であコたといえよう山。

2月9日の決定が戦術的性格をもつものであったことは国会総選挙後ただち

に明らかとなった。すなわち. 3月15日の閣議において雇用報奨金問題が再び

とり上げられ，協議の結果4月 1日以降廃止することが決定されたのである叩。

この決定に対して工業界の一部は，多くの企業はすでに報奨金の交付を見込ん

で雇用を拡大 Lているため突然の廃止によって大きな経済的打撃を蒙ることに

なると憂慮して， 制度の存続を要求した。 これを受けてドイツ使用者団体連

合 (VereinigungDeutscher Arbeitgeberverbande)は大蔵省および労働省と

の協議のなかで廃止にともなう打撃を最少限にとどめるための移行措置をとる

ことで妥協し，その移行措置をできるかぎり延長することを主張した制。その

結果 3月まで報奨金を受けていた企業にかぎって 6月末までひき続き報奨金

を交付するという移行措置を実施することで妥協が成立した釘〉。こうして，ナ

チ党指導部は「間接的雇用創出の優先」の立場に立つ工業界の反対を押し切っ

て雇用報奨金の廃止に踏み切ったわけであるが，それは 2月初め以来のナチ党

指導部の政策意図，すなわち再軍備のためD直接的雇用創出政策を拡大すると

31) パーベン路銀の親大工業的性格については， D. Petzina， Hauptprobleme， S. 30;栗原illi.
前掲書.， 452へージを参照。なお，ヴアイマル末期の雇用創出政構そめ〈百産業界内部の政罰論
争について詳しくは， M. Wolffsohn， lndustrie und Handwerkを参照されたい。

32) D. Petzina， o.ρ cit.， S. 40 こうした戦術はジャハトにぷョてヒトラ に進言されたという
(G. Kroll， op. cit.， S. 423)。ペッヅィーナが戦情的観点を重視するのに対Lて，グロルはナチ
党が涯持政策に関して明確な政策路線をもたないで権力掌壇後「述方に暮れていた」側面を強調
している。 VglG. Kroll， op. cit.， S. 458 

33) Wi1口chafls.油田1Stvom 24. 3. 19匂3，s. ::1136 

34) M. Wolffsohn， o.ρ ロt.，S. 290 
35) Gesetz zur Anderung der Steuergutscheinv色roronungvom 7. 4. 1933， in: RGBl， 1 

1933， S. 187 
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いう意図に基〈ものであったといえよう。報奨金の廃止によって自由となる財

源 1億 RMの使途について 3Il17日の雇用創出委員会において協議が行われ，

その結果 1億 RMを「国防軍の諸目的のために充用すること」が決定きれた

ιとは，そうしたナチ党指導部の政策恵図を明瞭に指し示している 30)0 .:.の決

定によって緊急計画は 5億 RMから 6億 RMへ拡大きれ， そのうちヲイヒ政

府割当分が 1億 8，000万 RMから 2億 8，000万 RMへ増額され， 全体の 46.7%

に達した'"。これに対して地方自治体の割当は当初の 80%から 5~.~%へ縮小さ

れたのである。また，ライヒ政府割当分のうち軍事的目的世主つ公共事業はい

まや 1 億 9，000万 RM にのぼり，プログラム全体の 18~百から 31.7%へ飛躍的に

拡大された。それは1932年度の届防予算の 30.2%に匹敵するBへここに，ナチ

党指導部が従来の政策の部分的変更を重ねながら彼らの軍事政策的戦略意図を

着々と実現させてい〈過程をみることができる。

IV ゲーレケ解任

ナチ党指導部主導の雇用創出政策の展開の第 3の指標は，ライヒ雇用創出特

命委員ゲーレケの解任である。 1933年 3月23日ゲーレケは 1，200万RMの公金

額領容疑で逮捕され 3月27日特命委員の職を解かれた'"。政府はこの逮捕が

「純粋な刑事事件」である旨の戸明を発表したが，その政治的性格は台み得な

い。というのは，すでにみたように，ゲー νケは「民生自由・分権的雇用創出政

策」の代弁者としてナチ党指導部旧政策路線と対立する立場にあったため，ナ

チ党指導部にとってゲーレケの排除は早晩必要であったからである。注目すべ

きことは，ゲーレケ解任の直援のきっかけを作ったのはゲーレケ自身であった

36) Niederschrift uber die Sitzung des A田 schussesfur ArbeitsbeschaHung am 17. 3. 1933， 
田 BA，R13II/510 

37) 2月9日の資金配分計画の変更のあと， 2月20日に再び配分計画の変更が行われ地方自治体の
割当分から2，000万 RMが労働省に啓されたため， 3月中旬までのライヒ政府割当分は1憧8，000
方RMであった@

38) J. Stelzner， 0ρc占， S. 220 
39) Deutsche Allgemeine Zeitung (=DAZ) vom 24. 3. 1933; J. Stelzner， 0βαt.， S. 65 
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ことである。ゲーレケは 3月6日付回状にて地方自治体に対して，緊急計画で

予定されている公共事業を速やかに実施するために 3月初日を最終期限として

事業申請を提出するよう要請したが，そのさいドイツ公共事業会社(Diedeut-

sche Gese11schaft fur offentliche Arbeiten=Offa)が決定した事業資金の地域

別配分計画に拘束されることな〈申請「る ζ とができると通達した山。ゲーレ

ケがこの回状で意図したことは， 地方自治体に O百aの配分計画の割当額を超

過する公共事業を申請させ，現行の雇用創出プログラムがいかに地方自治体由

要求に応えていなし、かを示すことであった。つまり，分権的雇用創出の拡大が

必要であるという従来からの自己のギ張のjf当件を地方自治体の事業申請の実

績によって裏付け，集権的雇用創出政策路線に対抗して政策決定過程における

自己の立場を強めること，ここにゲーレケの狙いがあった。この回状を公布す

るとき大蔵省と事前に協議を行わなかったことは，そうしたゲーレケの意図を

明瞭に表わしている。しかしその結果，ゲー νヶと大蔵省との聞に激しい権限

争いが生ずることとなった叫。さらにまた，ゲーレケの回状は地方自治体のν

ベノレにおいても混乱をひき起こした。フ -!T'/ベノレクの指摘するところによれ

ば，ゲーレケは県知事 (Regierungsprasidenのを介して「あらゆる手段を用

いて， ときには圧力を加えて」地方自治体に対Lてできるかぎり多くの事業を

申請するよう働きかけたという'"。プロイセ y政府もこうした事態を深刻に受

け止めて，ただちに州長官 (Oberprasident) に対して， ゲ-vケ・県知事に

よる圧力を抑えるために市町村に対して「必要注る影響力Jを行使するように

要請しなければならなかった“〉。

こうした 3月 6日付回状に端を発した l/，-Vヶの独走は，フチ党指導部がそ

40) Rundschτeiben des Reichskom血羽田rsfur Arbeitsbeschaffung vom 6. 3. 1933， in: BA， 

R43II/536， B1. 48 f 

41) Vermerl玉 desReichsfinanzministeriums (= RFM)刊旧 27.4. 1933， in: BA， R2/18660 
(良2:ohne Blatt-Nummer) 

42) Schreiben Hugenbergs an RFM vom 4. 4. 1933， in: BA， R2jl師60

43) Notiz einer Sitzung des Aufsichtsrats und des Kreditausschusses der Offa vom 8. 3 

1933且 in:BA. R43II/536， B1. 103. 
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れまでゲーレケに許容していた行動領域を逸脱するものであったため，ナチ党

指導部の厳しい反撃に遭遇せねばならなかった。その場合に，ナチ党指導部を

して最終的にゲーレケ解任に踏み切らせた理由として次の 2点を指摘すること

カミできる。

第 1に 3月6日付回状は「軍事的・集権的雇用創出政策」路線に対する

「民生的・分権的雇用創出政策」路線の側からの巻き返しを志味した。しかも，

それが中央政府において権限争いをひき起こしただけでなく，地方自治体を糾

合していわば「下か 0Jの要求を突きつけることによってヲイヒ政府に分権的

雇用創出を迫るとL、う展開を示し始めた。こう Lた展開は，ナチ党指導部にと

うて，彼らの政治的，軍事的戦略目標を主導とする政策選択の余地が狭められ

る危険性を含むものであった。

第 2に，金融・工業を中心とする産業界とゲーレケ路線の対立を指摘できるo

fーレケ路線を代表したのは，ゲーレケのほかにエッツドノレフ Waltervon 

Etzdorf，へァベル LudwigHerpel，ディケノレ OttoDickelらから成るいわゆる

エッツドルフ=グライスであったが，彼らはヴァイマル共和制末期に緊急計画

の原型ともいうべきゲー νヶ・プヲ γ を作成し，ゲーレケがヲイヒ雇用創出特

命委員に任命されたのちはそのスタップに加わっていた4430 エッツドノレフ=ク

ライスは直接的雇用創出政策路線に立って25~30億 RMにのぼる大規模な公共

事業計画の実施を提唱したが，それは「間接的雇用創出の優先」を主張する工

業界と真向から対立するものであった。また，このクライスの 1人であるヘァ

ベルは， 15占1竿夏シュレスヴィヒ・ホルシュタイン川のνンズブノレグにおいて

協同組合形式白「決済金庫JCAusgleichka聞のを設立して中央銀行から独立し

て発券業務を行い逮捕された経歴をもち，一般に「代用通貨製造者J(Ersatz-

gcld-Fabrikant) として知られていた山。 こうした「通貨の実験」を行った人

物が，大規模な信用拡張に直結する雇用創出プログラムを標傍して，通貨・信

44) W. Grotkopp， Die g坦βeKrise， DUss:eldorf 1954， S. 101; D. Petzina， op口't.，S. 23 
45) "Devise Rendsburg am V¥日lhelmplatz“， in: DAZ vom 5. 1. 1933; W. Grotkopp， op白

。γ，S. lS9 
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用政策の根幹に関わる雇用創出政策の最高責任ポストの旦タッフに招かれ政策

決定に関与していることは，士業界にとって危険きわまりないことであった。

『ドイチェ・アノレゲマイネ新聞』は，ライヒ雇用創出特命委員会の人事政策に

ついて次のように書いている。 r決定的なことは，次の根本的な聞いである。

すなわち，閤窮のなかから生まれた新しいヲイヒ委員会の活動が，納税者を犠

牲として， [本来ならばコ彼らの空想的願望を委員会活動において自由に実現

させてはならないような人々によって，したがっじ委員会の実務にただ不穏

と混乱主持ち込むだけの人々によって，初めから重荷を負わされていることを

容認すべきか否かという問いである」と山。さらにまた，エッツドノレフ「グラ

イスは，直接的雇用創出の金融方式について「資本主義的金融」を拒否L，金

融資本を排除した無利子融資制度の導入を提唱した47hこれは，へァベノレやデ

ィケルらに土って「利子奴隷制打破」のための「反資本主義的闘争」の一環と

して捉えられており，ここにエッツドノレフ=クライスとナチ党急進派との接点

をみることができる。たとえば，ナチ営業中間層闘争同盟 (Kampfbundfur 

den gewerblichen Mittelstand)の幹部フンケ HeinrichHunke の編集する

『ドイチェ・フォノレクスヴィルトシャフト』誌は， ゲー νヶ・プランの金融方

式の理念がナチズムの精神に合致していることを確認して次のように書いてい

る。 r金融資本主義およびそれによって生み出され促進されたライヒスパンク

の自律性に対する闘争は，利子奴隷制の打破に行きつ〈。なぜなら，無利子で

融通されるクレジットがわが民族のす「ての経済分野に浸透すれば，高利の貸

付資金は駆逐され，時とともに不必要なものとなるからである」とωコ。また，

『アノレパイタートゥム』誌も rゲーレケ・ブヲ γの起草者たちは， 1932年 5

月10日のFν ゴーノレ・シュトラッサーの国会演説から有用な部分をすべて借用

している。また，ヘァベノレ|専土は以前フチ党員であり， ゴットフリード・フェ

ターの思想、に影響士受けている」と書いて，ザーレケ・プラ γ とナチ党急進派

46) DAZ vom 5. 1. 1933 

47) J. Kopsch， Der G目 eke-Plan，in: Die d，叩 tscheVolkswirtschaft? 1933 Nr. 1， S. 14 
18) Ibid.. S. 13， 15 
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の政策理念との親和性を指摘している刷。したがって，金融・工業はヲ以上の

ような人脈から成るライヒ雇用創出特命委員会の権限が拡大する ζ とによって

経済政策におけるナチ党急進派の発言力が強まることを危倶しなければならな

かったのである。 rシュライヒャ 内閣は雇用創出を通貨・信用政策からみて

危険でない枠内に収めたが， ヒトラー・ 7 ーゲンベノレク政府はこうした枠内に

とどまるのか，あるいはそれを打ち破ろうとする勢力が優勢となるの亡はない

か」という疑念は，工業界に根強く存在した叩。こうした情勢のなかで，ナチ

党指導部は工業界のゲーレケおよびそのZ タッフに対する不信感を配慮してゲ

レケの解任に踏み切ったのである。しかし，とのと正は同時に， ~月中旬に

決定された雇用報奨金廃止および緊急計画の拡大に対する工業界の批判をかわ

すことに役立った。すなわち，緊急計画の変更を第一歩として直接的雇用創出

の拡大路線がナチ経済政策の基本線として打ち出されてくるのではないかとい

う工業界の不安を，拡大路線の首唱者であるゲーレケの解任という事実でもっ

て緩げることを狙ったのである。

労相ゼノレテ FranzSeldteは， ゲーレケ解任後ただちl二，鉄兜団経済顧問り

ユノ、ート Erich Lubbert を後任に推挙したが51)，ナチ党指導部はリュパート

の経済政策路線がゲーレケのそれに近いことを理由にゼノレテの提案を拒否し

た5z)。ライヒ雇用創出特命委員のポストは，ゲーレケ解任のあと一時的に職業

紹介・失業保険庁長官ジールプ Friedrich Syrup が兼任したが， 4月25日の

閣議においてこれを廃止し，雇用創出政策の立案・実施の権限を労働省，大蔵

省および軍事関係専管の特別委員会0)3者に委譲する ζ とが決定された日}。こ

49) B. Kohler， Wir wollen d田 Rechtauf Arbeit， in: Arb叫 ertum(Blatter fuγ Theorie 

und Praxis deγ NSBO) VOIn 15. L 1933， zit. nach: A. Bad自ら op.cit S. 128 

50) G. Stolper， Vier Jahre? in: Deγ deutsche Volks-wirt vom 10. 2. 1933， S. 600 
51) Schreiben Seldtes an Reichskanzlei vom 6. 4. 1033， in: BA. R43II/539， B1. 57 f リュ

パートの経歴については.W. Grotkopp， op口九 S.38 Anm. 2を参照。
52) ]. Stelzner.op. cit.， S. 67 
53) Vermerk des RFM vom Mai 1933， in: BA， R2j18378 ヲイヒ雇用創出特命委員会のE

式の廃止は7月13日まで延期されたが，その政策立案の権限はすでに実質的に苦働省，大蔵省の
手に事っtいた。 Vgl.WTB vom 26. 7. 1933， in: BA， R43IIj日正 B1.68 
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うしてエヅツドノレフ=グライスを中心とするゲーレケ路線の排除が完了したの

である。

V おわりに

以上において1933年 6月以前の雇用創出政策の政策決定過程の重要な諸側面

を考察したが，それを要約すれば次のとおりである。

権力掌握以後の政治・社会青勢はナナ党指導部にとって内政的権力基盤を固

めるにはなお不確定な要素を含んでいたため，ナチ政府は不況対策のための明

確な政策路線と独自由新しいプログラムを打ち出すことを回避せざるをえなか

った。そのため， 1933年前早期の雇用創出政策は，基本的に，パーベγおよび

ジュライヒャー内閣の手で準備されたプログラムを引き継ぎ，その枠内で展開

されたのである。しかし，そうした従来の政策の枠組のなかでナチスの軍事政

策的戦略目標を実現するために許容された自由行動領域ほ決して小さくなく，

ナチ党指導部はそれを最大限に利用したといえよう。パーベγ計画および緊急

計画の部分的修正や人事政策上の変更を重ねながら， ナチ党指導部は「民生

的・分権的雇用創出」から「軍事的・集権的雇用創出」へなし崩し的に政策の

重点を移行させるのに成功したのである。そのかぎりにおいて 2月初めの

「雇用創出政策における軍事的利害の絶対的優先」に関するヒトラーの指令ほ，

たんに政策意図の表明にとどまらず， 1933年前半期のナチ雇用創出政策の展開

過程を現実に規定していたといえよう。

こうした「軍事的雇用創出の優位Jによって特徴づけられる1933年前半期り

政策路線が 1933年春以降のナチ・レジームの政治・社会|青勢の新たな展開士

前にしてどのように転換していったかを考察することが，次補D課題である。

(1982. 3. 31稿〕


